
令和５年４月以降の登録申請であっても、令和５年９月３０日までに登録申請書を提出し

た場合は、制度開始日である令和５年10月１日から登録を受けることが可能です。
※ 登録の通知が制度開始日までに届かない場合であっても、令和５年10月１日に遡って登録

を受けたものとみなされます。

インボイス制度への対応には事業者の皆様において事前の準備が必要となるほか、登録通

知が届くまで一定の期間を要しますので、登録することをお決めになられた方については

お早めの申請をおすすめします。

なお、申請から登録通知までに要する期間の目安は、国税庁HP「特設サイト」に掲載しております。

※　登録の通知が登録希望日までに届かない場合であっても、登録希望日に遡って登録を受けた
ものとみなされます。
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インボイス発行事業者の登録を検討されている方へ重要
登録の要否については、ご自身の事業実態などを踏まえ、
必要に応じて取引先とも相談しながらご検討ください。
ご検討の際に、ご活用いただけるコンテンツをこちらにて
紹介しております。
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インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられ
た方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額（課税標準である金額の合計額
に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除
した残額の100分の80に相当する金額）とすることができることとなりました。
この特例を適用した場合、売上税額の２割を納付することとなります。

適用が可能な期間のイメージ

留意点

※基準期間とは、個人事業者︓前々年、法人︓前々事業年度

2

（詳細はこちら）



インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻

しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありま

すが、その金額が税込１万円未満の場合には、交付義務が免除されることとなりました。

　適用期限はありません（インボイス制度開始時より適用されます。）

返還インボイス
の交付不要
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